
（注1）実施要領とは、「農山漁村地域整備交付金実施要領」のことを指す。

農山漁村地域整備計画　事後評価調書
整 備 計 画 名 　林業生産力倍増のための森林整備事業計画

整備計画年度 　平成２７年度～令和元年度（５年間） 交 付 対 象 　徳島県

１．交付対象事業の進捗状況【実施要領注1第５の２の（１）】

・5年間で森林整備40ha、林道開設3,225mを計画に位置付け、事業を実施し、令和元年度末までに計画どおり整備が完了した。

２．事業効果の発現状況【実施要領第５の２の（２）】

・林業生産基盤の核となる林道の整備により、森林作業道も含め、林道沿線における計画的な路網整備が図られた。このことで、これまで手入れの行き届いていなかった森林における間伐等の森林施業が
　促進されるとともに、県産材の生産が促進された。また、機能回復整備事業(花粉発生源植え替え)を実施することで、計画的な再造林、花粉症への対策及び、木材生産量の増加に寄与するなど、県が推
　進する「スマート林業プロジェクト」の推進につながった。

３．成果目標の目標値の実現状況【実施要領第５の２の（３）】

【定量的指標】 当初値(H26) 目標値(R1) 実績値(R1) 単位 達成評価 備考

1 県産材の生産量の増 28 45 42 万m3/年概ね達成。

４．今後の方針【実施要領第５の２の（４）】

・定量的指標における目標については概ね達成できている。「県産材の生産量の増」については、平成３０年度は長雨等の影響により達成率が８８％となっているが、計画の期間をとおして年度毎の達成率
は９０％以上となっている。現在事業実施中の第３期計画においても「県産材の生産量の増」を定量的指標とし、新たな目標値を設定し事業を実施しており、継続的な事業効果の発現が見込まれている。
・継続地区については、整備計画年度を令和２年度から令和７年度（５年間）として新たに樹立した「林業生産力倍増のための森林整備事業計画（第３期）」に従い、今後も森林整備事業の実施、林業生産
基盤（林道）の整備を推進することで、間伐等森林施業の促進、森林の有する公益的機能の発揮、県のスマート林業プロジェクトの推進を図る。

2 間伐実施面積(H17から累計）の増 58 70 73 千ha 達成。


